
仕様書 

 本仕様書は、「地域活動支援センター やまびこ」の利用者の生活の拠点の確保及び

安定を図り、より多様な支援を提供できる体制を整えることを目的とし、応募事業者

が満たすべき要件及び実施すべき事項を定めるものである。 

１．事業概要 

（１）基本理念 

利用者一人ひとりを大切にし、仕事を通じて社会の一員としてたくましく、豊か

な人生を築いていけるように援助し、これからも住み慣れた地域で暮らしていける

よう支援を行うこと  

（２）利用対象者 

・障がい種別を問わない 

・就労が困難であるが、就労の意欲がある方 

・就労継続支援 B型のサービスが必要な方 

（３）支援内容 

・就労支援：利用者ができる限り長期間安定した就労ができるように支援 

・作業訓練：生産活動（クッキーづくりや内職）を通じた就労体験 

・生活支援：通所支援（送迎あり）、健康管理、生活相談等 

２．地域活動支援センターからの事業の継続性 

 地域活動支援センターから以下の内容を引き継ぎ、利用者支援の継続性を確保する

こと。なお、地域活動支援センターから就労継続支援Ｂ型への移行を円滑に行う為、

事業の継続性を求めるものであり、利用者・運営状況に応じて、今後事業の内容を拡

大すること等を妨げるものではない。 

（１）作業及び支援内容 

・既存の授産事業（例：クッキーづくり、内職等）の継続 

・既存の支援内容（送迎等）の継続 

（２）地域活動支援センターの従業員の継続雇用及び雇用条件の維持 

・地域活動支援センターの従業員を引き続き雇用すること。また雇用条件について



は、現在の地域活動支援センターの基準を維持すること。 

（３）利用者の受入れ 

・地域活動支援センター利用者（１２名）が就労継続支援 B 型の利用を希望される

もの 

・意向確認、アセスメント、必要な手続支援（相談支援との連携を含む）を行うこ

と。 

（４）営業時間 

・就業時間：９時～１６時（利用者の状態に応じて柔軟に対応） 

・休憩時間：６０分 

・勤務日数：月～金（利用者の状態に応じて柔軟に対応） 

（５）安全管理・衛生管理 

・安全管理：作業場の安全確認を定期的に行い、事故防止策を徹底。 

・衛生管理：作業環境の清掃・整理整頓を徹底し、衛生面での支援を行う。 

・緊急対応：緊急時には、迅速に対応できる体制を整備（消防訓練、避難誘導訓練

などの実施）。 

（６）その他 

・事業開始後、本仕様に定める実施すべき事項の変更は、本町との協議により可能

とする。 

３．応募資格 

次の条件のすべて満たすものとします。 

①就労継続支援B型事業の指定を受けている、又は受ける見込みがあること  

②地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと 

③会社更生法（昭和14年法律第154号）に基づく更生手続中、又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく再生手続中の団体でないこと。 

④国税又は地方税を滞納していないこと。 

⑤事業の運営等に必要な資力を備えており、本町が指定する期日までに公有財産

貸付契約を締結し、貸付料の支払いが可能であること。 

⑥本募集要項及び仕様書の内容を遵守し、事業を適切に行えること。 



 


